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別 紙 

 

１ 総 括 

SESPAS本省および DPS、UNAP、SRS等のドミニカ共和国側 C/P及び JICA専門家チ

ームによって、本プロジェクトは中間評価時点までに、高い成果を上げつつ、順調に推移

していることを確認した。 

ドミニカ共和国側評価委員と日本側評価委員による合同評価調査結果は、合同調整委員

会（Comite de Coordinacion Conjunta）で承認された別紙合同評価報告書を参照願いたい。 

 

２ 調査団から次の申し入れを受け、ドミニカ共和国側は必要な対応をとることを約束し

た。 

（１）本プロジェクトの成果を着実に発揮し、かつモデルとして他県に展開すべく、引き

続き SESPASが強いリーダーシップを発揮すること。 

（２）保健行政改革の中で、現場の保健行政が適切に機能するように、DPSと SRSの更な

る連携強化を図ること。 

（３）プロジェクト推進のために必要な、カウンターパート人材および予算の投入につい

ては、これまでドミニカ共和国政府の努力によって確保されているが、これを引き続き継

続すること。 

 

３ PDM 

 現行の PDM０の改定案（PDM１）が、プロジェクトから合同調整委員会において提案

され、承認を得た。 

 

別添 

評価報告書 

PDM1 
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